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競技運営編 

主な出来事等 

スタート練習の廃止（平成3年3月） 

ランナバウト競走の活性化について答申（平成3年1O月） 

「待機行動に関する要領」を制定（平成4年3月） 

ヤマト3OO型モーター（トランジスタ方式）が登場（平成4年1O月） 

救命胴衣の改善（平成6年4月） 

前検受付終了時刻が1O時から12時へ（平成6年11月） 

選手級別にAl、A2級を新設（平成7年1月） 

阪神大震災に対する措置（平成7年1月） 

全レース進入固定競走の実施（平成7年11月） 

ヘルメットがフルフェース形で選手個人所有に（平成9年7月） 

CI 競走「競艇名人戦競走」を新設（平成11年5月） 

麟救助艇の内●外回りの明確化（平成11年11月） 

麟沢田菊司選手殉職緊急に人身事故防止について検討（平成11年11月） 

競艇が誕生した頃の競技運営は、騒擾事件の誘発を防ぐ、内部体制の強化に重点が注がれていた。昭和50 

年代頃になると騒擾事件もほとんどなくなり、レースはスピードアップ化し、競走は織烈化してきた〇また、レース 

が多様化し、早朝外向前売発売、電話投票、場間場外発売が実施され、発売形態も多様化するに連れて“わか 

りやすい競技運営”に重点がおかれ、スタート練習、展示航走の一括方式、進入固定競走の導入、各種情報の 

公開など様々な改善が行われた〇 

昭和61年には業界初の場外発売場が誕生し、平成に入ると場外発売をはじめ電話投票、場間場外発売といっ 

た広域発売に拍車がかかり、日本レジャーチャンネルの設立も手伝って“いつでも、どこでも、おもしろい競走’’が 

現実のものとなったo これまでどちらかというと各競艇場独自の競技運営色があったものが、全国統一の方向へと 

進んで行った〇 

また、レースそのものは“デカペラ”、“モンキーターン’’等の流行もあり、いよいよ織烈化が進み、救命胴衣、ボー 

トの改善、フルフェース形ヘルメットの誕生など、より安全性を追求した器材の導入等も進んでいったo 

⑩91‘嘩飼
平成2年度救助救急対策講習会を開催 

平成2年度救助救急対策講習会が、平成3年1月16日から常滑、1月23日から住之江、1月28日から芦屋でそれ 

ぞれ2日間開催された〇 

より織烈化するレースの中で、より迅速かつ適切な救助活動を行うことを目的に、昭和59年10月に丸亀と下関 

競走場で「救助救急要員講習会」が開かれたが、昭和61年からは「救助救急対策講習会」と命名し平成元年まで 

続いたo この講習会は、平成2年度の事業計画に開催予定はなかった〇しかし、6月から12月にかけて選手生命を 

危うくする重傷事故が多発したことから、競走会に重傷事故のビデオテープを送付し、選手指導の徹底を図ると 

ともに、選手には文書を送付し、自覚を促し、救助救急要員の実技の向上を図り、業務の重要性を認識してもらお 

うと開催された〇 

講習会では、講師の講話、実技指導の他、初めての試みとして各チームに分かれ、救助救急審査会を実施し、 

救助救急の仕方、チームワーク、操船技術、無線応答などについて審査が行われた。 

平成2年度のスタート事故率、史上初の0.283を達成 

平成2年度のスタート事故率は、目標値0.35を大きく下回る0.283を達成した〇 

昭和53年度からスタート事故率の目標値を0.35以内に定め、関係者はその達成に向け日々努力を重ねていっ 

たが、なかなか達成することはできなかったo 最も達成に近かったのが昭和58年と平成元年の0.35であったが、 

0.35を大きく割ることはなかった〇この事故率の低下は、昭和59年から実施されていた事故件数に対し一律30日 

間のあっせん辞退を、競技運営研究委員会の答申に基づき、選手会の規程である「競走の出場辞退に関する規 

程」を一部改正（平成2年5月1日からF事故1件につき30日を乗じた期間に改正）したことも、その要因のひとつと 

思われる〇 

ちなみに、この事故率の目標値は、昭和42年度0.8以内、43年度0.7以内、44-46年度0.6以内、47-S0年 

度0.5以内、51,52年度0.4以内、53～平成2年度0.35以内、2-S年度0.25以内、6年度～現在が0.3以内とな 

っている。 

ス タート練習を廃止 

これまでスタート練習と本レースの進入コースの相違による苦情が、お客様から絶えなかったo また業界内で 

は、わかりやすい競技運営を展開している最中であった。そのような中、平成2年度の地区別実務担当者会議 

のなかで、住之江競艇場からスタート練習の意義が薄れつつあり、スタート練習の廃止を含めた見直しをしてはど 

うかとの提案がなされた〇これに対し、連合会は条件の整ったところから廃止しても良いとの判断を下した〇 

宮島競艇場はスタート練習廃止を検討、平成3年3月から前半の連勝複式のレースのみスタート練習を廃止し、 

4月18日のレースから全レースで廃止した。その後、各競艇場も次ページの表のように廃止し、平成3年12月、 

全国の競艇場からスタート練習は姿を消した。 

また、これと同時期、これまでの優勝戦の周回回数は4周であったが、周回誤認の防止と周回が増えてレース 

が緊迫するというものでもなく、逆に着差がつく傾向もあることから、3周に改められたo 
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スタート練習の廃止、優勝戦の周回回数変更の全国の実施日は下記のとおり〇 

（スタート練習の廃止） 
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鶏舞難舞舞鷲事鱗離舞繊熱， 

ランナー競走は開催当初から行われていたが、その操縦性の難しさから昭和50年代にはわずかな競艇場しか 

実施していない状況になったo 昭和56年に「競艇元年」が提唱され、おもしろい競走の実施には“レースの多様化’' 

が必要とのことから、ランナーレースが復活され「ランナー王座リーグ」まで開催するようになっていった〇しかし、 

①ランナーを好む選手が少なく、選手が固定化し、レースとしての面白さに欠けるo 

②結果として売上が低調である〇 

といった理由で実施する競艇場が減少してきた。 

これに対し、ランナーレースの活性化のため「競技運営研究委員会」で各種検討、性能調査が行われ、B級の 

ランナバウトとC級のモーターを組み合わせて競走を実施しても差し支えない旨の答申をまとめたo（平成3年10 

月31日） 

しかし、その後もランナー競走の活性化は進まず、平成4年度実施予定の「第5回ランナー王座決定戦競走」は 

芦屋競艇場に決まっていたが、平成4年12月に選考基準を満たす選手が不足し、中止を決めた。その後、「平成 

4年度ランナー王座決定戦競走ハィドロ・ランナー優勝戦」として平成5年2月25日から6日間、芦屋競艇場で開催 

されたが、それを最後に全国の競艇場からランナー競走は姿を消していった。 

ランナバウトの最後の登録は、平成5年1月13日、尼崎12隻、4月1日、鳴門10隻、4月13日、蒲郡8隻、7月12日、 

芦屋24 隻であったo 
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四92年（平成4可
若松競艇場が連続スタート無事故50日を達成 

スタート無事故の記録は、これまで尼崎競艇場の昭和62年1月27日から4月19日までの間での45日であった。5 

年ぶりにこの記録を塗り替えたのが若松競艇場で、平成3年9月23日から翌年1月6日の間で50日を達成した〇 

この要因について、競走会側は、技量的なことよりむしろ、 

①お客様のためにレースをする 

②スタート事故で競技運営に与える影響（お客様に与える迷惑、発売窓口の従事員等にかかる業務の煩雑さ、 

レース終了時間延長に伴う近隣に与える迷惑）を考える 

といったことを説明し、選手に自覚を持たせる指導をしたということであった〇 

展示タイムの公表距離を150mで統 

これまで「展示タイムは、競走の前後を問わず公表しない」という申し合わせがあったが、昭和61年3月の審判 

委員長・競技委員長会議で「公表は各競走場の任意とし、それぞれ特色のある対応をすることが好ましい」という 

ことになり、公表しないという統一基準を廃止したoしかしながら、各競艇場の展示タイムの計測距離は各場各様 

で、広域発売の拡大に伴い平成3年10月31日に行われた競技運営研究委員会で次のような答申書が出され、平 

成4年4月1日から全国統一して、展示タイムの公表距離は150mとなったo 

答申書 

平成3年10月31日 

モーターボート競走における展示航走タイムは、競走の前後を間わず公表しないという申し合 

わせ統一がなされていましたO 

しかし、昭和61年3月の審判委員長・競技委員長会議において、公表は各競走場の任意としそ 

れぞれ特色のある対応をすることが好ましいとのことから、従来からの申し合わせが廃止され、 

それ以後は、フアンの勝舟投票券購入の参考資料として提供されてきております。 

しかしながら、各競走場の展示航走タイム測定距離は、最長で196m、最短で126mと大きな 

差があり、特別競走等における場間場外発売、電話投票等発売方法の多様化を考慮しますと、フ 

ァンへ公表する距離は統一したデータで提供することが望ましいと考えますo 

そこで、現在各競走場で測定している距離は150mが多く、また、ファンには直線300mの半 

分の距離のタイムということで容易に理解が得られることから、公表する距離は150mで統一し、 

それ以外の距離で測定している競走場は150mに換算して公表すべきであると考えます。 

「モーターボート競技規程」の一部を改正し 
「待機行動に関する要領」を制定 

「モーターボート競技規程」第25条が改正された〇これは、「待機水面を航走中、選手が落水した場合、着衣に 

水分を含み、展示航走の状態と条件が変わることから、ファンの苦情も多く、騒擾事故の恐れもあるとして、選手 

が落水した時点で出走資格を喪失するように」という要望に対し「競技運営研究委員会」で検討を行い、「事象 

が発生した時点で、出走資格を喪失するよう規程を一部改正したほうが望ましい」との答申に基づいて改正され 

た〇平成4年3月18日開催の常任役員会、理事会で承認可決、同年3月25日認可（海総第148号）され、同年5月1 

日から施行されたo 

従来は、待機水面においての航走については「スタート時においてモーターボートが転覆若しくは 」としか 

記載しておらず「待機水面における航走中において、モーターボートが転覆若しくは 」に改め適用する範囲を 

拡大したo また、この答申に基づき、場間場外発売の定着化とファンの交流の活発化、各競艇場の内規の相違 

といったことから、これまで待機水面での航走は、競技規程の第13条の判定基準に基づき各競艇場が独自の 

規則で運用していたo これを統一化し「待機行動に関する要領」を制定し、平成4年5月1日以後の日を初日として 

開催される競走から実施したo 

あっせん諸問題研究委員会からの答申 

昭和63年度から競走にグレード制が設けられ、平成3年には新たにSG競走に「グランドチャンピオン決定戦競 

走」が設置されるのに伴い、選手の出場あっせんをより公正かつ円滑に進めようと、あっせんに関する諸規程諸 

規則について「あっせん諸問題研究会」が設置され答申をまとめた〇その内容の主な項目は、つぎのとおり。 

(1）モーターボート大賞競走継続の可否について 

(2）施設改善記念競走の開催条件について 

(3）特別競走の6日間開催について 

(4）新鋭王座決定戦競走優勝者の次年度出場について 

(5）新鋭王座決定戦競走への女子選手の出場について 

トランジスタ方式の「ヤマト300型」の登場 

モーターの点火方式はこれまで「ポイント式」であったが、この方式は機械式点 

火のため接点などが摩耗し、点火タイミングが初期設定に対して狂いが生じ、常に 

点火タイミングのチェック並びに調整をしなければならなかった。また、時代の流れ 

として、一般のエンジンでポイント式が使われなくなったこともあり、メーカーでは試 

行錯誤の末、無接点方式であるトランジスタ方式を採用することとなった〇この方 

式をとったモーターを300型と称し、平成4年10月の桐生の導入が最初となった〇 

この方式は、従来の接点に替り半導体を使用するもので、当初は、火花ェ 

ネルギーがポイント式と比べると若干劣り、競艇という独特の使用状況とあい 

まってスパークプラグの“かぶり”、“煙り”の現象が起き、悪条件が重なったと 

きに出遅れ事故を起こすことが導入当初見受けられたo 

連合会では、急遮r300型モーター事故防止対策本部」を設置し、事故原因 

の究明と事故防止諸施策を緊急に講じ、「イグニッションコイルの仕様変更」、 

モーターオイルの変更（日石アウトボードオイルから日石ジネン2Tへ）という改 

善を行った〇 

平成5年12月15日、かぶり、煙りに強く、着火性、耐汚損性に優れたNGKR 

8160-10 を競走用指定プラグに追加o 
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1993年（平成5生)j 
「待機行動に関する要領」の一部改正 

「待機行動に関する要領」を制定し平成4年5月1日から適用、それなりの成果を上げてきた。しかし、従来から進 

入航走時、特に内側に割り込んで航走する事例が発生していることから関係者の意見を聴取した上、平成4年度の 

「競技運営研究委員会」で検討を加え、平成5年1月13日、答申書を取りまとめたo この答申書に基づき、同要領の 

一部を改正し平成5年1月27日開催の常任役員会で承認可決され、平成5年3月1日から施行することとなった〇 

答 申 書 

平成5年1月13日 

待機行動に関する要領について 

待機水面における航走については、平成4年5月1日以後の日を初日とする競走から、待機行動 

の方法と各種の禁止事項を定めた「待機行動に関する要領」（平成4年3月18日制定）を適用し、 

全国統ー的に実施している。 

その結果、待機水面における航走は、従来よりも適正に行われるようになり、違反件数も減 

少している状況であり、同要領の実施はその成果を徐々に上げているとともに関係者等の高 

い評価を得ている。 

しかしながら、現在、進入航走時において特に内側から割り込んで航走する事例（以下「割「J 

込み」というo）が多いため、ファンをはじめマスコミ関係者から進入航走時の後半において、進入 

隊形が変わることは望ましくないという苦情が出ている。 

また、選手は、他のモーターボートに割り込まれることにより、精神的な動揺を生じ、スタートに 

対する集中力が欠如し、その結果予期せぬ事故が発生することを危慎している。 

このようなことから、関係者から進入航走の適正化について検討すべきであるとの意見が出さ 

れている〇 

そこで、本委員会は、これらの意見を考慮しながら、進入航走時の割り込みについて種々検討 

した結果、待機行動に関する要領の一部を次のとおり改正するのが適当と思われま支 

第ニ十条を第ニ十一条とし、第十九条中「第十三条、第十四条及び第十六条」 を 「第十三 

条及び第十四条」に改め、同条を第ニ十条とし、第十八条の次に次のー条を加える。 

（割り込みの禁止） 

第十九条 モーターボートは、先行する他のモーターボートが第ニターンマークと百五十 

メートル標識版との見透し線に達した後は、他のモーターボートの内側に割り込みをして 

はならない。ただし、他のモーターボートの内側に適正な間隔を超える間隔がある場合ま 

たは並行して航走している場合を除く。 

⑨本条は内側に適正な間隔を保ちながら進入航走しているモーターボートが、第ニターン 

マークと百五十メートル標識版との見透し線に達した後に、後続しているモーターボー 

トが先行しているモーターボートの内側に割り込みをした場合に適用される。ただし、 

先行しているモーターボートが内側を大きく空けている場合または先行しているモータ 

ーボートと並行して航走してきた場合は適用されないo 

競走用プロペラの分類名称を設定 

従来、競艇用のプロペラについては、ヤマト製のものだけであったo プロペラの選手持ち制度が制定され、ナ 

カシマプロペラの参入、プロペラの種類の増加に伴い、管理上、平成5年5月からプロペラの分類名称が設定さ 

れたo（ヤマト製はYP、ナカシマ製はNPとしその後に製品の供給年月を付加したD 

救命胴衣の改善 

連合会ではレースの安全性を高めるため救命胴衣の性能改善の調査研究を行ってきたが、これまでとは素材、 

形が大きく変わる救命胴衣を開発し、それに伴い「救命胴衣検査基準」を改正、平成5年10月27日の常任役員 

会で承認可決され平成6年4月1日から施行した〇 

この救命胴衣の主な改善点は、次のとおり。 

①左右前開きを前後横開きに変更 

②衝突時の緩衝を高める構造に変更（衝撃吸収性に優れたものとするため、緩衝材をフォームエースからエペラン 

に変更〇軽量化を図り、衝撃吸収性を向上するためFRPにケブラを積層。） 

③襟部に鞭打ち防止のための「頭部後傾防止材」を採用 

また平成8年度から、救命胴衣の基本性能から見直し、レースの安全性の向上を図るため更なる改良が進め 

られたo 平成11年には、衝撃力の緩和に改良点を絞り、胴体部分の内装材の仕様を変更し、衝撃吸収性の向 

上を図りTY-4型、TY-4H型を開発。 平成12年には鞭打ち防止の更なる強化と右上腕部の保護を目的として改 

良が加えられたTY-5型が開発され、平成13年4月から使用されることになった〇 

水野定雄選手（愛知）が殉職 

平成5年11月22日、江戸川競艇場で水野定雄選手が競走中の事故で殉職した〇同選手は第6レースに出場 

し、1周第2ターンマークにおいて先行する他艇との接触により転覆し、後続する他艇と接触したo 直ちに病院に 

収容されたが、手当ての甲斐もなく、同日午後3時頃、腰背部損傷による出血多量のため死亡した。 
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Al級●A2級を新設 

選手級別は、A,B,C級からA, B, B2級に改められ運用されてきたが、このときのA級は選手総数の定率35％と 

規定されており、成績第1位から約550名を一律同等に取り扱っていたo 大別するとA級とB級の2分割評価であ 

り、優勝劣敗の意味から、選手の上位志向の高まり、競走への参加意欲の助長、競走全体の活性化を図るために 

は、それまでのA級をA1,A2級に区分すべきであるとの「競技運営研究委員会」の答申に基づき、「級別決定基 

準」を改正し、平成6年8月24日に開催された常任役員会で承認可決されたo 適用は、平成7年1月1日の競走か 

らとなった。 

前日検査の受付終了時刻の変更 

競走の前日検査の受付終了時刻については、従前は競走場によって異なっていたが、参加選手に混乱を生 

じさせないため、昭和45年9月に全国統一の申し合せ事項で10時となっていた。 

このことから、選手宿舎を提供し、前検日の前日に宿泊できる制度となっていたが、一般宿泊施設あるいは交 

通機関の利便性が向上したことなどから、選手から受付終了時刻の変更希望が出ていたo また、選手宿舎の前 

泊は利用も少なく、宿舎管理上の効率をあげるための改善希望が競走会側から出ていたo 

これに対し、競技運営研究委員会などで検討が行われ、「前日検査の日の各種業務については、ボート・モー 

ターの性能の向上、作業の工夫により、その時間を短縮することも可能であり、業務進行のあり方も改善するこ 

とができる」という答申をまとめ、10時を12時とした。ただし、特別競走（SG競走）については、特殊性から現行 

どおりの10時とした〇実施は、平成6年11月1日以降を前日検査とする日からとなった〇 

水上施設統一基準の一部改正 

これまで水上の標識等は、秒速約20mに基づき定められていた。しかし、ボート・モーターの性能が向上したこ 

とにより標識が不具合であり、大時計の目盛表示盤と目盛の形状についても、より視認しやすいものにすること 

により更におもしろい競走が提供できるとし、5回の実験も行い、各関係者の意見を聴取し、競技運営研究委員 

会で検討の末、答申をまとめ、「水上施設統一基準」の一部を改正したo 同年8月24日開催の常任役員会で承認 

可決し、平成7年11月1日を初日として開催される競走から適用された〇 

改正の主な内容は、次のとおりo 

①空中戦標識等の位置を現用モーターボートのスピード性能に合致させるため、スタートラインから40mの位置の 

標識を45mの位置に移設するo 

80m位置の標識についてはインコース側は現行通り80m位置に、アウトコース側は85mの位置とし、スタート 

ラインに対し斜めに架設するo 

②大時計の目盛表示盤及び形状については、より一層視認をし易くするため、現状のスタート10秒前、5 

秒前及び0秒にある大きな目盛を10, 7, 4, 2秒前及び0秒に配列し、あわせて形状も底辺と高さの寸法は現 

状のままで五角形から二等辺三角形とするo また、その他の目盛については現状の面積を基準にして二 

等辺三角形とする。 

出場選手の服装のスマート化 

これまで選手の競技部内での服装は、「モーターボート選手管理規程」第5条に「別表様式による登録番号を 

付した被服を着用しなければならない」となっており、選手は左胸部には9（幅）x5（高さ）m、背部には24X12 

cmの登録番号を付した被服を着用していたo しかし、TV、新聞等マスコミに取り上げられることも多く、服装全般 

にスマートさに欠けるなどの理由で平成5年11月19日付で「競技運営研究委員会」から、 

①氏名を主体にして明示するo 

②胸部、腕部を主体にして付する。 

③スマートなデザインとする〇 

④清潔な明るい被服とするo 

等を考慮し、モーターボート選手管理規程の第5条を改正するべきとの答申がなされ、これに基づき第5条は 

「名札を左上腕部に付した被服を着用しなければならない」に改められ、平成6年1月28日に開催された常任役 

員会で承認可決され、同年5月1日から実施された。その後、この条文は名札の確認をし易くするため「左上腕 

部」から「上半身の見やすい位置」に変更され、同年8月24日開催の常任役員会で承認可決され、同年11月1日 

以降を前日検査とする日から実施された〇 
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1995年（平成7年

阪神大震災に対する措置 

1月17日未明に起きた阪 

神大地震は、東西を結ぶ 

交通路を分断し、競走に 

出場する選手に多大の影 

響を与えたo 同年の4月8 

日には、不通となっていた 

山陽新幹線も開通し、平常 

に戻るが、その間、選手の 

あっせん、受入態勢で特 

別な措置が施されたo 

あっせんについては、地 

震が発生した時点では3月 

前半まで決定しており、3月 

後半から東西に分け、あっ 

せんが組まれた。そのため、同支部選手2-8名という、これまでの枠組みを超えたあっせんも見られたo このあ 

っせんは、7月分まで続けられた〇 

参加選手の受入態勢については、地震が発生してすぐに緊急措置として「表1」の内容が適用されたo 

「表1」 

1、 競走場が認める公的交通機関及び前検受付終了時刻について競走場が認める公的交通機関以外の航空機を含 

む―般的交通機関も利用できることとするが、前検受付終了時刻については正午（12時）とする。 

2、選手宿舎への前検前泊について 

(1）選手宿舎への前泊は、前検日の前日のみとする。 

(2）前泊を希望する選手は、日数的に余裕をもって予め競走会に申し出るものとするo 

(3）前泊に伴う食事は、前検日当日の朝食のみとする。 

3、競走参加選手の交通費について 

(1）当該選手の参加経路において「競走場が認める公的交通機関」 に不適区間がある場合は、基準の交通費に 

5, 000円（往復分）を加えて支給する。 

(2）当該競走場の参加経路において「競走場が認める公的交通機関」として複数の経路がある場合は、何れの 

経路の機関も不通であるときに（1）を適用する。 

(3）その他、公的交通機関機関の運行に支障を来たした場合は、状況に応じて別途考慮する。 

4、 出場選手の交通費に関する施行者との取扱について競走参加選手の交通費については、基準の料金以外に発 

生した費用を施行者と協議のうえ善処しているが、3月第1節の開催からは、不通の区間を極力移動しなくてす 

むようにあっせんを考慮しており、この区間を移動する選手は、数人に止まるものと思われることから、この 

施行者との協議による方法は、2月28日までに前検日を迎える競走までとし、3月1日以降を前検日とする競走 

からは、競走会が支払うものとする。 

上記措置を適用して約1ケ月後には、復旧状況に応じて見直しを加え2月15日以降を前検日とする競走から 

「表2」を適用し、4月18日以降を前検日とする競走から適用されないことになった〇「競走場が認める公的交通 

機関の拡大について」は4月30日まで継続された。 

「表2」 
1、 競技運営に関する申し合わせ及び統一事項の「競走場が認める公的交通機関」以外の交通機関で参加した場 

合においても、これと同様に取り扱い受け入れる。 

2、 競走参加に安全を期すため早めに到着する選手のうち、選手宿舎への前泊を希望した場合には、宿泊及び食 

事等の準備を整える。 

3、 競走参加するために通常の交通機関（往路・復路）を利用できない場合等の経費については、競技運営に関 

する申し合わせ及び統一事項の「交通機関のストライキ時における選手の受け入れについて」（昭和51年4月 

全連業第10号）に準じて対応する。 

モーターの異常振動の対策 

平成元年に「プロペラの選手持ち制」が導入され、その後選手間に大径プロペラ（俗称「デカペラ」）が流行し、 

平成4年頃からモーターの異常振動が散見された〇この影響でモーターの一部が破損するケースが生じ、件数は 

少ないものの競走中の失格、欠場となる事故を生ずるに至った〇 

連合会に報告のあった事故については、キャブレターバックスプリングの破損、プロペラシャフト、ベベルギヤ、 

キャブレターリンクバーの折損、ステータベースの偏摩耗、ピボットピンの緩み及びかじり等があったoこの原因は、 

プロペラ翼端とキャビテーションプレートとの間隙及びプロペラ後縁とウォーターインテーク前部との間隙の狭小化 

に伴う、ェアードロー現象と共振現象が複合化したものにより発生したと考えられた〇 

このことから、連合会はメーカーと協力して調査、検討を進め、平成7年8月にウォーターインテークの一部をカッ 

トしたモデルを導入し、平成8年10月にはウォーターインテークの形状を抜本的に変更したモデルを導入した〇 

全レース進入固定競走の実施 

進入固定競走は「わかりやすい競走の提供」という観点から昭 

和60年4月19日、平和島競艇場で初めて実施されたo この当時は、 

1日2レースの実施であったが、広域発売の拡大、新規ファンの開 

拓のため平成7年11月8日から12日まで、平和島競艇場で全レー 

ス進入固定競走が行われたo この節の売上は、メンバーの問題、 

他競技との日程の問題もあり一概に比較は行えないが、前年同期 

比40％の売上増を示したo 

その後、平和島の形式は標識プイを使用してのものだったが、レース 

場によっては標識プイが設置できないところもあり、平成8年3月25日に開催された「平成7年度第2回審判委員長・競 

技委員長会議」で無標識による同競走が検討され、同年5月11日に宮島で無標識による同競走が行われた。 
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1995年（平成8年）
\ / 

「ボート●モーター等改善研究委員会」を設置 

競走の魅力向上を図るとともに、その事故防止及び円滑な実施を図るために、ボート・モーターをはじめ防護 

具等の競技運営に係る各種器材を中心とした性能改善に取り組むことを目的として、新たに「ボート・モーター 

等改善研究委員会」が設置されたo 委員会の委員構成は、業界関係者8名により構成されており、必要に応じ 

学識経験者等が追加委嘱されることとされた。委員会における調査研究事項は、次のとおり〇 

(1）ボート・モーターの性能改善に関すること。 

(2）ボート・モーターの器材事故防止に関すること〇 

(3）ボート・モーターの開発に係る性能調査に関することo 

(4）ボート・モーターの整備等その他運用に関すること〇 

(5）その他競走の事故防止に必要な器材の開発、改善に関することo 

無標識による進入固定レースを実施 

平成8年5月11日から14日の宮島競艇場で、無標識による全進入固定レースが行われたo これまでの標識ブイ 

を使用した進入固定競走では、全国的に普及することが難しいことから、平成8年3月25日に開催された「平成7 

年度第2回審判委員長・競技委員長会議」で無標識による進入固定競走が検討されてのものだった。 

当初、進入時のコース幅のとりかた、進入航走時の乱れなどが心配されたが、全く問題がなく、ブイを設置で 

きない競走場でも、進入固定レースができるとの見通しを得た〇 

デザインユニフォームに対応した「競技規程」の改正 

映像伝送システムの発達に伴い、視覚的にお客様に楽しんで頂き、競艇のイメージアップを図ろうと、デザイン 

ユニフォームの導入を決めたが、それに伴い「モーターボート競技規程」の一部を改正したo 

従来は番号については「明記した布を背部に付した」であったが「背部に明記した」にあらため、「各番号の色 

がそれぞれ容易に識別できるものでなければならない」を追加したo 平成8年6月26日開催の常任役員会、理事 

会で承認可決、平成8年7月4日付（海総第269号）で認可され、同日から施行、同日以後の日を初日として開催さ 

れる競走から実施されたo 

／一 一 一 ーー   一＝A 、 

\1gg1年（平成9用
進入固定レースに関する検討会の実施 

平成7年11月、平和島で初めて進入固定競走が行われ、好評を博したことからその後各地でも開催されるよ 

うになり、平成7年11月から平成8年12月までに同レースは175節873日開催されるまでになった〇しかし、その後 

同レースを積極的に導入するところは増えず、平成9年1月22日、「進入固定レースに関する検討会」が開催され、 

これからの同レースのあり方について連合会から提案がなされ、それに対する検討結果をまとめた〇 

（提案事項） 

①実施は全競艇場とし、その開催割合は年間6節以上とする〇 

②開催時期は平成9年4月からを目途とする。 

③競技運営上の問題点、改善点については実務レベルで検討する〇 

（検討結果） 

①競艇場側はこれらの提案について了承〇 

②選手会は、連合会の提案について合同会議等で機関決定を図る〇 

③連合会は、選手会と今回の提案について今後協議していく〇 

この検討会に基づき、平成9年6月30日、再度、検討会が行われ、「平成9年10月から1年間、1競艇場当り5回 

（節）程度、近隣の競艇場との調整を図り同レースを試行する」ことを決めた〇 

ヘルメットをフルフェース形にし、 
選手個人所有に（個人持ちデザインヘルメットの導入） 
平成9年7月から新しい構造のヘルメットが採用されるに当た 

り、「モーターボート競走用硬質ヘルメット検査基準」、「同検査要 

領」を改正した。また、選手個人が所有ということで「個人ヘル 

メットの使用に関する要領」も定められた。この改正並びに要領 

の制定は平成8年11月21日開催の常任役員会で承認可決され、 

同日から施行、平成9年7月1日以降の日を初日として開催され 

る競走から適用となった。 

ジェット形からフルフェース形になった構造上の主な改善点は、 

次の通り。 

①衝撃吸収ライナーの面積を頭部からあごまで拡大して、衝突 

時の緩衝効果を高める構造に 

②顔部を保護するシールドを採用 

③6種類の帽体と8種類のアゴパットから選手個々が選択し、こ 

れを組み合わせることにより、自己の頭部にフィットしたヘル 

メットが使用可 

④帽体と内蔵ノgットは分離させることができる構造とし、パットの汚損等による洗濯や交換が可 
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個人持ちのヘルメットの導入により、選手個々の個性によりデザインが施されたが、競走出場にあたっては、ヘル 

メットカバーを取り付けることを義務づけていたoしかし、このヘルメットカバーの装着により、カバーに水分が溜 

まり、シールドのはっ水性を損なうと共に、カバーからの水滴漏れが視認性に影響を及ぼすほか、選手個々が工 

夫を凝らし個性を出しているデザインが活かされていないという側面もあることから、平成11年にはヘルメットカバ 

ーが廃止されたo 

有吉貴之選手（山口）が殉職 

平成9年9月4日、津競艇場で有吉貴之選手（山口）が競走中の事故で殉職した〇同選手は第11レースに出場 

し、4コースからトップスタートを決め先頭で航走していたが、1周2マークで操舵不良のため内側に振り込んだと 

ころへ後続艇が接触し落水した〇直ちに救助され病院に収容されたが、大動脈離断による体内への多量出血 

により、同日午後6時過ぎに死亡した〇 

航法規制に関する内規の統 

航法の規制に関しては、各競艇場で独自に個々の規制を加えていたが、広域発売の拡大により、統一的な規 

制が必要なことから、平成9年10月13日に開催された「平成9年度第1回審判委員長・競技委員長会議」で検討 

され、GI競走以下の競走を対象に「スタート事故及び航法関係事象に対する取り扱い」について申し合わせ 

を行い、平成10年4月から実施することとなったo 

その後、平成10年3月24日開催の「平成9年度第2回審判委員長・競技委員長会議」（同時に異なった事象が 

生じた場合の処分）、平成10年10月12日開催の「平成10年度第1回審判委員長・競技委員長会議」（選手責任に 

よる欠場、責任外の失格及び欠場の出走回数の取り扱い）で、さらなる盛り込みが行われた〇 

スタート事故及び航法関係事象に対する取扱い申し合わせ 
平成9年度第1回 

審判委員長・競技委員長会議 

現在競走時の選手に対する航法規制は、各競艇場が独自に定めているが、従来から 

広域発売に対応するためこの規制を全国的に統一する要望があり検討した結果、今後 

は次のような内容で運用することとした。 

1．適用条件 
(1）この申し合わせは、GI以下の競走に適用する。 

②出場選手の取扱いは、当該節を対象とする。 

2．関係事象 
(1）スタート事故（選手責任） 
①1回目は、賞典競走への出場除外の処分とする。 

②2回目は、即日帰郷の処分とする。 
③準優勝戦におけるスタート事故は、賞典競走への出場除外の処分とする。 
④最終日のスタート事故は、処分しない。但し、優勝戦のスタート事故は出場あっせん 

について検討する。 
(2）失格（選手責任） 
①1回につき、減点5点の処分とする。 

(3）失格（他艇を妨害した場合） 

①1回目は、賞典競走への出場除外の処分とする。 

②2回目は、即口帰郷の処分とする。 
③最終日及び優勝戦の失格は、処分しない。 

(4）不良航法 

Di回目は、減点5点の処分とする。 
②2回目は、賞典競走への出場除外の処分とする。 

③即日帰郷の処分とする。 
④準優勝戦における不良航法は、賞典競走への出場除外の処分とする。 

⑤最終日及び優勝戦の不良航法は出場あっせんについて検討する。 

スタート事故及び航法関係事象に対する取扱い申し合わせ 

平成10年度第1回 

審判委員長・競技委員長会議 

1，適用条件 

は）この申し合わせは、GI以下の競走に適用する。 

但し、新鋭王者決定戦競走は除く。 

②出場選手の取扱いは、当該節を対象とする。 

2．関係事象 

(1）スタート事故（選手責任） 

①1回目は、賞典競走への出場除外の処分とする。 

②2回目は、即日帰郷の処分とする。 

③準優勝戦におけるスタート事故は、賞典競走への出場除外の処分とする。 

④最終日のスタート事故は、処分しない。但し、優勝戦のスタート事故は出場あっせん 

について検討する。 

(2）欠場（競技規定第4条、第5条及び第8条）（選手責任） 

①1回につき、減点5点の処分とする。 

②準優勝戦の欠場は、賞典競走への出場除外の処分とする。 

③最終日及び優勝戦の欠場は、処分しない。 

(3）失格（選手責任） 

①1回につき、減点5点の処分とする。 

②準優勝戦の失格は、賞典競走への出場除外の処分とする。 

③最終日及び優勝戦の失格は、処分しない。 

(4）失格（他艇を妨害した場合） 

①1回目は、賞典競走への出場除外の処分とする。 

②2回目は、即日帰郷の処分とする。 

③準優勝戦における失格は、賞典競走への出場除外の処分とする。 

④最終日及び優勝戦の失格は、処分しない。 

(5）不良航法 

①1回目は、減点5点の処分とする。 

②2回目は、賞典競走への出場除外の処分とする。 

③即日帰郷の処分とする。 

④準優勝戦における不良航法は、賞典競走への出場除外の処分とする。 

⑤最終日及び優勝戦の不良航法は出場あっせんについて検討する。 

(5）失格及び欠場（選手責任外） 

出走回数に含む。 

3．その他 

同時に異なった事象が発生した場合は、処分の重い方を適用する。 

この申し合わせは、平成10年11月1口以降を初日とする競走から適用する。 

1990年（平成10年）
\ / 

伊藤公ニ選手（香川）が殉職 

平成10年3月22日、浜名湖競艇場で伊藤公二選手（香川）が第10レースに出場し、1周2マークで首位航走の 

艇が旋回中、操縦不良でキャビテーションを起こして失速し、そこに後続の伊藤選手がこれを避けることができず 

接触し同時に落水したo すぐに病院に収容されたが、翌23日朝、肝損傷、下大静脈の損傷による多量出血により 

死亡したo 

事故艇付近の航法について申し合わせの改定 

事故艇付近の航法について、平成6年度第2回審判委員長・競技委員長会議で、「原則的には事故艇等の外 

側を回り、先頭艇に追随する」という申し合わせが決まり、平成8年度には「選手に事故艇を取り除いたことを知 

らせる方法」の申し合わせを決めたo 

しかし、その指導方法や選手の理解度に若干の相違があることから、平成9年度第2回の同会議で検討を行 

い、申し合わせを「競走中に転覆、落水等あった場合、事故艇等の付近においては、隊形を保持したまま、原則 

としてその外側を廻るものとする」と改め、平成10年4月1日以降を初日とする競走より適用したo 

登録票をカード化 

選手が競走に出場する際は登録票、登録選手手帳、登録選手健康手帳の携帯が義務づけられているが、こ 

れまで「携帯にかさばる」、「必要事項の書き込みが煩雑」等、色々な問題点があったo 

登録票のサイズの縮小化と登録票にかかわる各種申請手続きを明確化するため平成10年10月9日、「ボート、 

モーター、選手、審判員及び検査員登録規則」の一部が改正（運輸省令第68号）されたo 

この改正に伴い、登録票はカード化され、近年の電子機器、器材の発達により、登録選手手帳、登録選手健 

康管理手帳の記載内容はシステムで管理されることになった。これは、平成10年11月1日を初日とする競走から 

実施することになった〇平成11年3月30日、「モーターボート競走実施規則（例）」が改正（海総第157号）され、携 

帯するものの中から登録選手手帳、登録健康手帳の文言は消え、登録票（カード）のみを携帯すればよいことに 

なった〇 
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モ ターボート選手管理規程」の一部改正 

「モーターボート選手管理規程」は昭和39年に制定され、平成2年の全面改正がなされたが、その後の環境の 

変化（ナイター開催等）を考慮し、現状に即したものとするため、一部改正を行い、平成11年2月4日開催の常任 

役員会で承認可決され、同年4月1日から実施された〇改正点の概要は次の通りo 

(1）管理の期間において、ナイターレース開催に対応するために、管理解除後における選手宿舎への宿泊につ 

いても、管理下と同様とするo 

(2）管理中の遵守事項である賭博禁止については、現在ゲームの種類等が多様化していることから、賭博の本 

質的な部分を捉えて適用できる内容とするo 

GI 競走「競艇名人戦競走」を新設 

ファンに魅力的な競走を提供し、競走全体の活性 

化を図り、ファンサービスの向上に努めることを目的に、 

成績優秀なベテラン選手を対象としたGI競走「競艇 

名人戦競走」が誕生したO 

平成11年3月11日と12日に行われた競技運営研究 

委員会で、競走の活性化策について検討がなされ、 

シニア王座決定戦の新設、女子王座決定戦競走のグ 

レード制の見直し等について答申があり、「選手出場 

あっせん規程」及び「各グレード別競走開催要綱」、 

「選手級別決定基準」の一部改正が、平成11年5月10 

日に開催された常任役員会及び第150回理事会で審 

議、承認された。あっせん規程については5月24日に 

運輸大臣の認可を得、新しいGI競走の誕生となっ 

た。この規程等の改正では、従来G且競走として行わ 

れていた「女子王座決定戦競走」がGI競走に格上げ 

されたo 

「競艇名人戦競走」の第1回開催は、平成12年4月 

18日から23日までの間、住之江競艇場で行われたo 

広報宣伝のビジュアルには、大の競艇ファンとして知ら 

れる漫才師で故人の横山やすし氏を起用、また、イメ 

ージソングとして鳥羽一郎氏が歌う「名人」も作られ、 

積極的なPR展開が行われたo その結果、売上努力 

目標の130億円を大きく上回る143億円を売り上げ、 

成功裡に同競走を終了したo 第1回目の覇者には、完 

全優勝で高山秀則選手（宮崎）が輝いた。 

一f より碑’ 
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”多競艇名人戦 走 

競技規程の改正（救助艇の内●外回りの明確化）と実施細則の制定 

競技規程23条に「モーターボートは、救助艇の航行及び作業を妨害してはならない」と規程されている〇しか 

し、同規程では具体的な航法について触れていないことから、実際のレースでは、救助艇の内・外廻りによる 

順位の変動によるトラブルが何度かあり、ときには騒擾に発展しかねない状況もあった〇そんなことから、各種 

協議が行われ、「ターンマーク付近に救助艇または事故艇がある場合は外側を航走しなければならない〇ただ 

し、安全な間隔がない場合は、その内側を航走しなければならなt、」というように、モーターボートの航走につ 

いて明確化した改正を行ったo 

従来、競技規程に「解説」、「判定基準」が併記されていたが、これを内規である「モーターボート競走競技規程 

実施細則」として、別に定め運用していくこととなった。これと併せて、審判から選手に対し的確な航走指示を 

行う必要があることから、新たな航走指示灯の設置が不可欠となり「水上施設統一基準」（信号灯の改正）の改 

正も行われた。これらの規程は、平成11年5月10日開催の常任役員会、第150回理事会で承認可決し、同年5月 

24日付（海総第257号）で認可され、平成11年11月1日以降を初日とする競走より適用された〇 

また、この競技規程の改正時には、第4条関係でヘルメットの色の指定が規程されていたが、この条項が削除 

され、ヘルメットカバーの廃止となったo 

こうこう 

競艇選手のスポーツビジョン特性と校合特性について取りまとめる 
一般的に優秀なスポーツ選手は、優秀な視覚の能力を有しているといわれるが、競艇選手にもこれが当てはま 

り、視覚の能力を向上することによって操縦技量を向上させることが可能かどうか「競艇選手のスポーツビジョン 

特性について」調査、分析を行ったo この調査、分析は「スポーツビジョン研究会」幹事の愛知工業大学・石垣尚 

男教授に依頼し、平成10年5月から11年1月までの間、選手定期訓練に参加した1,584名を対象に行われた〇 

また、一般的にスポーツ選手の歯の噛み合わせ（咳合）についても、噛み合わせが良いほど大きな瞬発力を発揮 

できることがわかっており、競艇選手にも当てはまるか、また操縦技量の向上に役立てることができるか、スポーツビジ 

ョン特性と同時期（平成10年5月から11年3月）に選手定期訓練に参加した1,569名を対象に調査、分析を行った〇 

調査、分析はスポーツ歯学の専門家である明海大学歯学部・松本勝講師に依頼した〇 

分析結果の概要は次のとおり。 

◆調査分析項目及びまとめ 

スポーツビジョン特性 

(1）勝率・年間獲得賞金額との関係分析 

・勝率及び年間獲得賞金額上位の選手は、スポーツビジョンが優れている〇 

・男子でスポーツビジョンが優れている者ほどスタートタイミングが早いo 

(2）人身事故との関係分析 

・人身事故とスポーツビジョンとの相関性はない。 

・前後方向動体視力（KVA）及び横方向動体視力（DVA）と年間の人身事故回数の相関性は、動体視力測定時 

の誤答数が多いほど回数が増える傾向にあるo 
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(3）競技上の事故（フライング、出遅れ、失格、妨害失格）との関係分析 

・競技上の事故とスポーツビジョンの相関性は、若い年齢（20, 30代）では関係ないが、加齢するにつれてスポ 

ーツビジョンの良い方が事故を起こしにくくなる〇 

咳合特性 

(1）年齢別の比較 

①競艇選手の咳合接触バランス及び咳合力バランスの中心からのずれは、加齢とともに咳合接触面積が増加 

し、大きくなる傾向がある。（一般の傾向と同じ） 

②総咳合力は、一般人とは反対の傾向を示す〇（男子は20才代で低い値、50才代で高い値） 

(2）男女別の比較 

①男子選手より女子選手のほうが筋力が弱いため咳合接触面積がせまく、総咳合力が低い傾向にあるo 

②咳合接触バランス及び咳合力バランスは、女子のほうがすぐれている。（対象とした選手の平均年齢が女子 

のほうが若いため） 

(3）レース成績との比較 

①勝率及び年間獲得賞金額上位選手は、一般的に歯及び咳合の状態が優れている〇特に、平成10年の獲得 

賞金の男子ベスト10に入る選手ではその傾向が強い〇 

沢田菊司選手（愛知）が殉職 

平成11年11月6日、平和島競艇場で沢田菊司（愛知）が競走中の事故で殉職した。同選手は、第6レースで5 

番手を航走していたが、2周1マークで4番手を航走の選手が振り込み失速、沢田選手はこれを避けきれず接触 

し横向になったところへ、最後尾を走っていた選手がやはり避けきれず、沢田選手に追突する形となったo 沢田 

選手は艇から放り出された〇すぐに救助され、病院に収容されたが、手当ての甲斐なく事故から約1時間後に死 

亡した〇死亡原因は頚椎損傷あるいは胸部打撲による右肺、右腹部の内出血による心臓停止といわれているo 

人身事故に監視 緊急記者会見を開催 

連合会では、平成11年11月10日、笹川記念会館6回会議室で人身事故防止に関する緊急記者会見を開催したo 

これは、平成10年10月21日、戸田競艇場で起きた人身事故（野口選手）や同年11月6日平和島競艇場で発生 

した死亡事故（沢田選手）と、競走中の重大事故が発生しフアンやマスコミの方々に心配をおかけしたことに対 

し行われたものである〇 

競走実施団体を代表して、連合会笹川会長、選手会安岐会長、全施協中地理事長がこの会見に臨み、マスコ 

ミ側からは各スポーツ紙をはじめlV、雑誌、専門紙等15社17名の記者が出席して行われたo 記者会見は笹川 

会長の今後の人身事故防止対策についての発表の後質疑応答、当該事故のVTR放映が行われた〇 

翌12年3月20日（総理大臣杯競走最終日）には、浜名湖競艇場でスポーツ紙をはじめテレビ、雑誌、専門紙等 

29者50名の記者の出席をえて人身事故に関するその後の対応策について記者会見が行われた〇同記者会見に 

は、連合会宮地理事長、同会技術部原田次長が出席し事故防止対策の中間報告等が行われた。 

緊急記者会見での笹川会長の人身事故防止についての発表は次のとおり。 

笹川会長記者会見での発表 

「お忙しい中、お集まりをいただきまして恐縮に存じますo 私どもにとりまして人命の尊さという 

ことは言わずもがなであり、誠に心の痛む事故が惹起したわけであります〇またその前にも大 

さな人身事故が起きていますo 

人身事故の防止は私どもにとりましては大きな施策のーつとして、今日までカウリングの採 

用、あるいは救命胴衣、あるいはヘルメット等大幅に改善はしてきているものの、一方では激 

しいレースからくる事故も現実問題としてあり、全体の重傷事故は減少傾向にありますが、一 

旦事故が発生すると大きなものとなる傾向にありますo 

ここにいる業界の責任者3人が、先般もお通夜の席で会談を持ちました。もちろんレースを 

行う以上、危険を完全に排除するということは難しいことでありますが、正直申しあげて、あの 

ようなケースでどうして重傷事故がというケースもありますo 

そのようなことから特に審判のあり方、審判の判断というものが大切でありますが、率直に 

自己批判いたしますと、ルール通りに判定されていないケースが見受けられます〇やはりルー 

ルに則って審判員がきちんと判定するということが、選手が正しい航法を行う大きな前提条 

件になるのではないでしょうかo 

今日、無謀な航法が多くなっているような印象がどうもあるということなので、これからルー 

ルの適用を審判員が自信を持って行うことの重要性を再度徹底したいと思いますo 

本日午後4時からは緊急実務担当者会議を開催しますo また、11月15日には選手会と今後 

の対策について協議したいと思います〇特にのちほど専門的な見地から安岐選手会長にご 

説明をいただきたいと思いますが、人身事故の原因となっている振り込み（キャビテーション） 

をしそうな選手はある程度わかるそうですo そのような選手については競技委員長、審判委 

員長から必ず、直接注意することが必要であり、このような点についても私たちはさらに努力 

する余地が十分にあると考えていますo 

また、ボートの改良でありますが、一つには衝撃を緩和するための方法でアマチュアで既に 

行なっているわけであり、私達の業界でできないことがないわけであります。ボートの先端部 

分をもっと素材の柔らかいもので、あるいは衝撃緩和のために外れるような仕掛けになってる 

ものを採用し、また防護具等につきましても相当新素材を入れて耐衝撃性の低いものにして 

きていますが、これができれば半年以内にさらに優れたものに改善をしていきたいと思いま 

す〇業界をあげまして、また仏様に報いるためにも、このような事故が起こらないように関係者 

全員が認識を新たにして努力していく必要があると考えています〇 

また、選手諸君ももちろん、1マークで競っている時など不可抗力の場合もありますo 二次三 

次の災害が事故につながることも事実でありますけれども、やはり1着2着から離れている選手 

も緊張感を持ってレースが終了するまで走ることが大変重要なことではないかと考えていまt~ 

今後については、業界をあげて懸命に人身事故防止について徹底をしたいということを皆 

様にお伝えすると同時に、率直なご批判やご意見を承りたいと思います司 
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緊急に人身事故防止について検討 

沢田選手の死亡をはじめとし、重傷事故が多発したことからこの対策として、平成11年11月10日、緊急実務者 

担当者会議が開催され、各種意見交換が行われたo また、11月26日には「平成11年度第2回審判委員長・競技 

委員長会議」を開催し、人身事故防止対策について緊急に検討がなされた〇検討内容は次の通り〇 

(1）選手指導の徹底 

人身事故については、前日検査日、朝礼での指導並びに個別指導により、「キャビるな」、「キャビったら伏せ 

ろ」、「危ないと思ったら落とせ、よけろ」等の徹底を図る〇 

(2）失格判定について 

失格判定については、競技規程第26条に定める「実害」の定義どおり、これまで以上に厳しく運用を行うこ 

ととする〇この場合において、「正常に航走することを著しく阻害された場合」とは、後続艇が円滑な航走の 

継続に支障をきたした場合とするo 

これによる判定は、12月1日以降（平成11年）を前日検査とする競走から厳格に適用を行う〇 

(3）不良航法について 

不良航法については、「競走の公正かつ安全を阻害するおそれのある航法で、モーターボート競走競技規程 

の第17条から第23条の規程に抵触する疑いがあり、失格に準ずる航法」と改めて定義した〇 

(4）単独の振り込み、キャビテーション 

人身事故防止の観点から、単独の振り込み、キャビテーションであっても、次の通り内規で処分することとす 

る〇 

①i回目は戒告以上の処分とする〇 

②2回目以降は、減点7またはそれ以上の処分とする〇 

※最後尾艇については適用しない〇 

※実施時期は、各競艇場の体制が整い次第、速やかに実施する〇 

(5）選手の事故回避に対する褒賞について 

各競艇場において褒賞の方法について検討をお願いする〇 

2000年（平成12年i
平成11年度第3回審判委員長●競技委員長会議 

平成12年3月21日、平成11年度第3回審判委員長・競技委員長会議が行われ、平成9年10月に開かれた同会 

議で「スタート事故及び航法関係事象に関する取り扱い」が申し合わされたが、あらたに「航法規制等に関する統 

一内規」が定められた〇また、「待機行動要領の判定基準」も統一され、ともに平成12年5月1日以降を初日とする 

競走から適用することとなったo あわせて、「ソフトバウが脱落したときの対応について」申し合わせが行われたo 

3 連勝の導入、ソフトバウボートの導入もからめ競技規程の改正 

「モーターボート競走法施行規則」の一部改正（3連勝式投票法の導入）に伴い、モーターボートの番号に関し競 

技規程と同施行規則との整合性を図り、番号の色についてもよりわかりやすく、また「待機水面における航走中」、 

または「スタート時」においてボートが破損した場合の適用条項が競技規程にないため、これを規定化することを 

目的に「モーターボート競走競技規程」の一部改正が行われた〇 

これらの改正にあたっては、競技運営研究委員会で審議ののち、平成12年5月11日開催された常任役員会、第 

152回理事会で承認可決、平成12年5月29日付で運輸省の認可を得、同日以降の日を初日として開催される競 

走から適用となったo 

この改正により、5月30日の平和島競艇から順次導入されるソフトバウボート（YM-730型ボート）のソフトバウの 

部分が万ースタート前に脱落するようなことがあった場合は、「ボートの破損」として同規程の第25条が適用され、 

欠場として取り扱われることになった〇また、モーターボートの番号は14番までが8番までとなり、7番が桃色から燈 

色に、8番が白赤から桃色に改められたo 
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ソフトバウボートは、平成11年後半に重傷事故、死亡事故が相次いで発生したため、その対策の一環として開 

発がなされ平成12年5月から平和島を皮切りに使用されているo 

〇「秩父宮妃記念競走」が0H競走に 

平成12年5月12日に行われた定例常任役員会及び第152回理事会で「あっせん規程」の一部改正が承認可決 

され、5月29日の運輸省の認可に基づき、「秩父宮妃記念杯競走」が新たにG且競走として誕生したo 琵琶湖競艇 

場では昭和32年から周年記念競走に「秩父宮妃記念杯競走」と銘打って行っていたが、競艇場側の要望もあり、 

周年記念と秩父宮妃記念杯が分離し、新たにG且競走として「秩父宮妃記念杯競走」が行われることになったo 

また、この改正では、5年おきに大村競艇場で同じくG 且競走として行われていた「競艇祭競走」が、競走の認 

知度を上げるため毎年開催されることになったo 

いずれも実施は平成13年度からo 

〇ソフトバウボートを導入 

平成11年の秋に2件の重大な人身事故が競走中に発生した。それを受 

けて、特に効果的と考えられるボート先端部分の緩衝材を早急に、かつ重 

点的に「ボート・モーター等改善研究委員会」で検討が行われ、中空の合 

成ゴム製ソフトバウが開発された〇合成ゴム製ソフトバウは、内側に補強 

のためリブを入れた中空構造で、外観は従来のボートバウ部と同じ形状 

をしているo このソフトバウは、5月30日の平和島競艇場から導入された。 

導入後の効果として、レース時に実際にターンマークに衝突した選手や、 

前方の艇に追突した選手は、‘‘衝撃がやわらかであったo 以前の艇であれ 

ば転覆していたが、しなくて済んだ”と感想を述べていたo 

〇モンキーターンを力学的に解析 

競艇の「モンキー乗り」と呼ばれる操縦姿勢による高速旋回（モンキーターン）の実態を科学的に究明し、こ 

れを力学的に解析することにより、操縦技術の向上並びに転覆・落水事故の未然防止に役立てることを目的と 

して、平成11年度から2年に亘り、（財）シップ・アンド・オーシャン財団の協 

力を得て研究を行った〇 

この研究では、艇体及び操縦者の挙動と航跡や舵角等の関係を物量的 

に捕らえるためのデーター収集を行い、これを基に3次元計測システムに 

よるモンキーターンの適切な操縦方法の解明や、シミュレーターを利用し 

た旋回現象の検証を行った。 

この結果、モンキーターンの最適操縦方法については、この旋回に必要 

な向心力を体重移動によりどのように確保するかということと、艇体姿勢 

の制御が基本的に重要な要素であることが明らかになった。 
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